
ＮＯ．２２３    晴海五丁目西地区（個人施行）
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１　計画の概要

中央区晴海五丁目の一部

計画の概要

　本地区は、都心近傍において運河や水辺の緑地に囲まれた良好な環境を享受できる場所に位置しながら、大規模
低未利用地となっており、東京2020オリンピックパラリンピック競技大会（以下「大会」という。）における選手村として
一時使用した後の活用に向けた土地利用転換が求められている。
　本事業は、大会時に選手用宿泊施設等として一時使用され、大会後に本整備の上、分譲又は賃貸される住宅棟
（板状）２１棟及び商業施設１棟に加え、住宅棟（超高層タワー）２棟を大会後に整備することにより、多様な人々が交
流し快適に暮らせるまちづくりを行うことを目的とする。

約１８ｈａ 構造 鉄筋コンクリート造等

別紙のとおり 高さ 別紙のとおり

２　地区計画（再開発等促進区を定める地区計画）　※再開発事業に関わる街区のみ抜粋

晴海地区地区計画 施行区域面積 約１９．６ha

中央区晴海五丁目地内

公共施設の
配置及び規模

名称 延長 面積 備考

道路

区画道路５－１号 約３８０ｍ － 新設

区画道路５－２号 約１１０ｍ － 新設

区画道路５－３号 約３００ｍ － 新設

区画道路５－４号 約８７０ｍ － 新設

地区施設の配置及び
規模

緑地

緑地５－１号 － 約３，５００㎡ 新設

緑道５－１号 約３５ｍ － 新設

緑道５－２号 約３５ｍ － 新設

広場

地区広場５－１号 － 約４００㎡ 新設

地区広場５－２号 － 約４００㎡ 新設

地区広場５－３号 － 約４００㎡ 新設

その他
公共空

地

貫通通路５－１号 約１１０ｍ － 新設

貫通通路５－２号 約１１０ｍ － 新設

貫通通路５－３号 約１２８ｍ － 新設

貫通通路５－４号 約１２５ｍ － 新設

貫通通路５－５号 約１２５ｍ － 新設

貫通通路５－６号 約１２０ｍ － 新設

貫通通路５－７号 約１２０ｍ － 新設

歩道状空地５－１号 約１２０ｍ － 新設

歩道状空地５－２号 約１１５ｍ － 新設

歩道状空地５－３号 約３６５ｍ － 新設

歩道状空地５－４号 約９０ｍ － 新設

歩道状空地５－５号 約１１５ｍ － 新設

歩道状空地５－６号 約２６５ｍ － 新設

歩道状空地５－７号 約５０５ｍ － 新設

歩道状空地５－８号 約２６５ｍ － 新設

歩道状空地５－９号 約４９０ｍ － 新設

歩行者通路５－１号 約３００ｍ － 新設

歩行者通路５－２号 約１００ｍ － 新設

歩行者通路５－３号 約７５ｍ － 新設



建築物等に関する事
項

街区 ５－３街区 ５－４街区 ５－５街区 ５－６街区

建築物
の容積
率の最
低限度

１０分の１０

　ただし、建築基準法第８６条第１項又は第２項の規定による認定に係る公告対象区
域については、これを一の敷地とみなして適用する。
　なお、バス停留所上家その他これに類する建築物で公益上必要なものについては、
この限りではない。

建築物
の建蔽
率の最
高限度

５－７街区

建築物
等の用
途の制

限

　建築基準法別表第二（へ）項に掲げるもの以外の建築物は建築す
ることができる。ただし、自動車車庫で住宅に附属するものは建築す
ることができる。
　なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条
第６項各号の一に該当する営業の用に供する建築物は建築しては
ならない。

　建築基準法別
表第二（ぬ）項
に掲げるもの以
外の建築物は
建築することが
できる。ただし、
風俗営業等の
規制及び業務
の適正化等に
関する法律第２
条第６項各号の
一に該当する営
業の用に供する
建築物は建築し
てはならない。

建築物
の容積
率の最
高限度

１０分の３０ １０分の４０ １０分の５０

　ただし、建築基準法第８６条第１項又は第２項の規定による認定に係る公告対象区
域については、これを一の敷地とみなして適用する。
　なお、バス停留所上家その他これに類する建築物で公益上必要なものについては、
その部分の床面積を算入しないものとする。

１０分の８

　ただし、建築基準法第８６条第１項又は第２項の規定による認定に係る公告対象区
域については、これを一の敷地とみなして適用する。
　また、建築基準法第５３条第３項第１号又は第２号のいずれかに該当する建築物に
あつては１０分の１、同項第１号及び第２号又は第５項第１号に該当する建築物にあつ
ては１０分の２を加えた数値とする。

建築物
の敷地
面積の
最低限

度

１，０００㎡

　ただし、建築基準法第８６条第１項又は第２項の規定による認定に係る公告対象区
域については、これを一の敷地とみなして適用する。
　なお、バス停留所上家その他これに類する建築物で公益上必要なものについては、
この限りではない。

建築物
の建築
面積の
最低限

度

２００㎡

　ただし、建築基準法第８６条第１項又は第２項の規定による認定に係る公告対象区
域内にある建築物は、これを一の建築物とみなし、適用する。
　なお、バス停留所上家その他これに類する建築物で公益上必要なものについては、
この限りではない。

壁面の
位置の
制限

　建築物の外壁又はこれに代わる柱は計画図に示す壁面線を越えて建築してはなら
ない。ただし、次の各号の一に該当する建築物はこの限りではない。
(1) 歩行者デッキその他これに類する用途に供する建築物の部分
(2) 歩行者の安全性を確保するために必要な上家、庇の部分その他これらに類する建
築物の部分
(3) 巡査派出所、公衆電話所、バス停留所上家その他これらに類する建築物の部分で
公益上必要なもの



都市計画決定

年　月　日

平成２７年１２月１７日

平成２８年　４月２２日

平成２８年　４月２６日

平成２８年　５月２５日

平成２８年　９月１２日

平成２８年　９月１５日

平成２９年　１月１８日 建築工事着工

平成３０年　６月２０日

平成３０年　７月１２日

平成３０年１０月３０日

平成３１年　２月２８日

令和 元年　６月１８日

令和　２年　８月　７日

令和　２年　９月　２日

令和　３年１０月　１日

令和　３年１１月２４日

令和　５年１１月３０日

令和　６年１０月３１日

令和　７年　１月２１日

令和　７年　8月  8日

建築物等に関する事
項

建築物
等の高
さの限

度

６０ｍ
高層部：１８０ｍ
中層部：　６０ｍ

４０ｍ

　ただし、建築基準法施行令第２
条第１項第６号に定める高さとす
る。

　ただし、建築
基準法施行令
第２条第１項第
６号に定める高
さとする。
　なお、高層部
は補助線街路
第３１４号線との
道路境界から１
００ｍの範囲と
する。

　ただし、建築
基準法施行令
第２条第１項第
６号に定める高
さとする。
　なお、高層部
は区画道路５－
２号との道路境
界から１００ｍの
範囲とする。

　ただし、建築
基準法施行令
第２条第１項第
６号に定める高
さとする。

建築物
等の形
態又は
色彩そ
の他意
匠の制

限

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は､原色を避け､周辺の街並みや自然環
境に配慮したものとする。
(2) 屋外広告物は建築物との一体性、歩行者空間との調和等に配慮し、設置位置、形
態、規模、デザインなどについて都市景観に配慮したものとする。

平成２７年１２月１７日　東京都告示第１８０６号

３　事業計画の概要　　　※別添事業計画の概要参照

敷地面積 １３３，９０６．２６㎡ 延床面積 ６７０，６１９．８１㎡

建築面積 ４６,４５５．６６㎡ 容積対象面積 ４５４，４３９．２６㎡

主な用途 住宅、保育所、老人ホーム、店舗 住宅戸数 約５，６５０戸

事業認可

平成２８年４月２２日　東京都告示第８７８号

総事業費 約５４０億円
※特定建築者の整備費を除く。

平成２８年９月１２日　東京都告示第１５５３号（変更）

平成３０年６月２０日　東京都告示第８９１号（変更）

平成３０年１０月３０日　東京都告示第１４８４号（変更）

令和２年８月７日　東京都告示第１０４３号（変更）

令和３年10月１日　東京都告示第1225号（変更）

令和６年10月31日　東京都告示第1097号（変更）

４　経　緯

内　　　　　　　　　　　　　　　容

都市計画決定告示（地区計画）

事業施行認可・告示

権利変換計画認可

権利変換期日

事業計画変更認可・告示

権利変換計画変更認可

事業計画変更認可・告示

権利変換計画変更認可

事業計画変更認可・告示

権利変換計画変更認可

権利変換計画変更認可

事業計画変更認可・告示

権利変換計画変更認可

事業計画変更認可・告示

権利変換計画変更認可

住宅棟（板状）、商業棟建築工事完了

事業計画変更認可・告示

権利変換計画変更認可

住宅棟（タワー）建築工事完了



５　位置図

６　区域図、配置図

 

学校予定地 



７　完成予想図

　　（別添）事業計画の概要

東京2020大会後の選手村のイメージ（市街地再開発事業の完了時）
※晴海客船ターミナルの建物は大会後に撤去予定です。ただし、代替施設（詳細未定）
において、引き続き客船の受け入れを行っていきます。
©晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業特定建築者

街区 棟 階数 高さ

３－Ａ 地下１階　地上１７階 約　６０ｍ

３－Ｂ 地下１階　地上１７階 約　６０ｍ

３－Ｃ 地下１階　地上１５階 約　６０ｍ

３－Ｄ 地下１階　地上１５階 約　６０ｍ

４－Ａ 地下１階　地上１８階 約　６０ｍ

４－Ｂ 地下１階　地上１４階 約　５０ｍ

４－Ｃ 地下１階　地上１４階 約　５０ｍ

４－Ｄ 地下１階　地上１８階 約　６０ｍ

４－Ｅ 地下１階　地上１８階 約　６０ｍ

５－Ａ 地下１階　地上１４階 約　５０ｍ

５－Ｂ 地下１階　地上１４階 約　５０ｍ

５－Ｃ 地下１階　地上１６階 約　６０ｍ

５－Ｄ 地下１階　地上１４階 約　５０ｍ

５－Ｅ 地下１階　地上１８階 約　６０ｍ

５－Ｆ 地下１階　地上１８階 約　６０ｍ

５－Ｔ 地下１階　地上５０階 約１８０ｍ

６－Ａ 地下１階　地上１４階 約　５０ｍ

６－Ｂ 地下１階　地上１８階 約　６０ｍ

６－Ｃ 地下１階　地上１８階 約　６０ｍ

６－Ｄ 地下１階　地上１４階 約　５０ｍ

６－Ｅ 地下１階　地上１６階 約　６０ｍ

６－Ｆ 地下１階　地上１４階 約　５０ｍ

６－Ｔ 地下１階　地上５０階 約１８０ｍ

５－７街区 ７－Ｓ 地下１階　地上　３階 約　２５ｍ

５－３街区

５－４街区

５－５街区

５－６街区

Ⓒ晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業特定建築者

晴海客船ターミナルは、現時点の計画イメージであり、変更となる可能性があります。


